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Ⅰ．はじめに 

  本補足説明資料は，以下の説明書についての内容を補足するためのものである。 

  本補足説明資料と添付書類との関係を表１に示す。 

 

  ・Ⅵ-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち， 

   Ⅵ-1-1-3-3「竜巻への配慮に関する説明書」 

 

表 1 補足説明資料と添付書類との関連 

工事計画添付書類に係る補足説明資料（竜巻） 該当添付書類 

添付 

 竜巻への配慮に関する説明書に係る補足説明

資料 

Ⅵ-1-1-3-3 

竜巻への配慮に関する説明書 

 1 設計竜巻の最大風速 92m/sの設定  Ⅵ-1-1-3-3-1 

竜巻への配慮に関する基本方針 

2 外部事象防護対象施設の選定 

3 外部事象防護対象施設に波及的影響を

及ぼす可能性のある施設の選定 

4 建物開口部の調査結果 

5 飛来物の選定 

Ⅵ-1-1-3-3-1 

竜巻への配慮に関する基本方針 

Ⅵ-1-1-3-3-2 

竜巻の影響を考慮する施設及

び固縛対象物の選定 

6 砂利等の極小飛来物による外部事象防

護対象施設への影響 

7 屋外の重大事故等対処設備の竜巻防護

設計 

Ⅵ-1-1-3-3-3 

竜巻防護に関する施設の設計方 

針 

8 竜巻影響評価の風速場モデルの適用 Ⅵ-1-1-3-3-1 

竜巻への配慮に関する基本方針 

9 消音器並びに排気管及びベント管にお

ける設計飛来物の影響 

Ⅵ-1-1-3-3-3 

竜巻防護に関する施設の設計方 

 針 

10 取水槽ガントリクレーンの逸走防止 Ⅵ-1-1-3-3-3 

竜巻防護に関する施設の設計方 

 針 
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3. 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性があ

る施設の選定
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3. 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の選定について 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設として，倒壊により外部事象防護対

象施設に損傷を及ぼし得る施設及び外部事象防護対象施設の付属施設のうち屋外にある施

設を抽出し，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設とした。外部事

象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出フローを図 3－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－1 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出フロー 
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屋外にある外部事象防護
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No 

No 

・１号炉タービン建物 

・１号炉廃棄物処理建物  

・１号炉排気筒 

・ガントリークレーン 等 

・非常用ディーゼル発電機排気

消音器（排気管含む） 

・ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ベント管 

・ディーゼル燃料デイタンクベ

ント管 等 

【機械的影響】 

外部事象防護対象施設 

Yes 

【外部事象防護対象施設に波及的

影響を及ぼし得る評価対象施設】 

島根原子力発電所構内施設 

【機能的影響】 
・ディーゼル発電設備ディーゼル

機関排気消音器（排気管含む。） 
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・ガントリクレーン 等 

外部事象防護対象施設 
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3.1 倒壊により外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の抽出結果 

倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設については，外部事象防護

対象施設に対する機械的な影響を考慮し，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし

得る評価対象施設として抽出した。 

具体的には，図 3.1－1に示すとおり，外部事象防護対象施設に隣接する施設及び地上

高さが外部事象防護対象施設との距離以上である施設を抽出した。抽出結果を表 3.1－1

に示す。 

 

【外部事象防護対象施設に隣接する施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地上高さが外部事象防護対象施設との距離以上である施設】（高さＨ≧水平距離Ｌの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1－1 倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設 

 

 

 

  

 

外部事象防護対象施設 
 

 

外部事象防護対象施設 

隣接する施設 

 

水平距離Ｌ 

高さＨ 

竜巻による倒壊 
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表 3.1－1 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出結果 

（倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設） 

施設名 
損傷を受ける可能性のある

外部事象防護対象施設 

外部事象防護対象施設との

距離 
地上高さ 

１号機原子炉建物 制御室建物 約 15ｍ 47ｍ 

１号機タービン建物 
２号機タービン建物 

制御室建物 
隣接 － 

１号機廃棄物処理建物 
２号機廃棄物処理建物 

制御室建物 
隣接 － 

１号機排気筒 ２号機タービン建物 約 10ｍ 120ｍ 

ガントリクレーン 原子炉補機海水ポンプ等 
約 10ｍ 

（レール延長後：約 24ｍ）＊ 
21ｍ 

排気筒モニタ室 ２号機排気筒 隣接 － 

復水貯蔵タンク遮蔽壁 
Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク格納槽 
約 5ｍ 12m 

注記＊：ガントリクレーンが竜巻による風荷重等により倒壊した場合，竜巻防護対策設備

等を損傷させる可能性があるため，レールを延長し，係留位置を変更する対策を

実施する。（別紙 1参照） 

 

3.2 外部事象防護対象施設の屋外にある付属施設の抽出 

外部事象防護対象施設の付属施設のうち屋外にある施設について，外部事象防護対象

施設に対する機能的な影響を考慮し，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る

評価対象施設として抽出した。抽出結果を表 3.2－1，表 3.2－2に示す。 

 

表 3.2－1 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出結果 

（外部事象防護対象施設の付属施設のうち屋外にある施設） 

外部事象防護対象施設 屋外にある付属施設 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関 排気消音器（排気管含む。） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関 排気消音器（排気管含む。） 

ディーゼル燃料貯蔵タンク ベント管 

ディーゼル燃料デイタンク ベント管 

潤滑油サンプタンク ベント管 
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3.3 評価対象施設の構内配置について 

抽出した主な外部事象防護対象施設のうち評価対象施設及び外部事象防護対象施設に

波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の構内配置を図 3.3－1に示す。 

図 3.3－1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影

響を及ぼし得る評価対象施設の構内配置 

 

 

２号炉排気筒 

排気筒モニタ室 

１号炉排気筒 

１号炉原子炉建物 

１号炉タービン建物 

２号炉原子炉建物 

外部事象防護対象施設 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

２号炉 
１号炉 

復水貯蔵タンク 

2号機排気筒 

１号機排気筒 

１号機タービン建物 

１号機原子炉建物 

2号機原子炉建物 

2号機 

1 号機 
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別紙 1 

取水槽ガントリクレーンの竜巻対策 

取水槽ガントリクレーンは，竜巻による風荷重等により倒壊した場合，取水槽の竜巻防

護対策として設置する取水槽海水ポンプエリア防護対策設備等を損傷させる可能性がある

ため，図 1に示すように，レールを延長することにより係留位置を変更する。 

注記＊：当該設備の下部に外部事象防護対象施設を設置 

図 1 取水槽ガントリクレーンの係留位置 

＊ 
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別紙 2 

仮設耐震構台の影響確認 

1． 概要

安全対策工事に伴う掘削に伴い，アクセスルートの確保のため設置する仮設耐震構台につ

いて外部事象防護対象施設への影響を確認する。 

2． 倒壊による外部事象防護対象施設への影響について 

仮設耐震構台は，外部事象防護対象施設である２号機原子炉建物の南側に近接して設置

されている。 

設置状況は，安全対策工事に伴う基礎掘削後に仮設耐震構台を構築していることから，

周辺の敷地高さ（EL 15.0m）以下であり，仮設耐震構台の東側及び西側は地盤に囲まれて

いる。また，２号機原子炉建物に波及的影響を及ぼし得る範囲の仮設耐震構台の南側には

斜面が存在しているため，仮設耐震構台が竜巻による風荷重を受けず，支持部材である支

持杭等には設計飛来物の影響を受けないと考えられるが，仮設耐震構台の南側の一部に開

口部が存在することを踏まえ，竜巻による風荷重及び設計飛来物に対する仮設耐震構台の

強度評価を実施し倒壊の有無を確認する。 

仮設耐震構台の配置図及び断面図を図 2－1及び図 2－2に示す。 
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15 

 

図 2－1 仮設耐震構台 平面図 

 

図 2－2(1) 断面図（A－A断面） 

原子炉建物 

EL 15.0m 

：外部事象防護対象施設 

：外部事象防護対象施設 

：覆工板 

：波及的影響を及ぼし得る範囲 

←北側 南側→ 
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図 2－2(2) 断面図（B－B断面） 

：外部事象防護対象施設 

←北側 南側→ 
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2.1 評価方法 

仮設耐震構台の強度評価は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」に示す評価条件を用いる。 

評価対象断面は，開口部が存在し，竜巻の影響を受ける可能性がある南北方向（南側

から北側への風圧力）として，Ｂ－Ｂ断面を選定する。 

評価対象部位は，竜巻による倒壊の観点から支持部材である水平材，斜材及び支持杭

とする。また，設計飛来物の衝突位置は仮設耐震構台の頂部とし，風圧力による風荷重

と同じ作用方向に組み合わせる。 

解析モデルは，Ⅵ-2-11-2-13「仮設耐震構台の耐震性についての計算書」に示す地震

応答解析モデル（南北方向断面）を用いて静的解析を実施する。作用荷重の概要を図 2

－3に示す。 

図 2－3 作用荷重イメージ 

風圧力(下部工) 風圧力(上部工)＋飛来物

←北側 南側→ 
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2.2 評価条件 

評価対象部位の材料定数を表 2－1に，風圧力による荷重ＷＷの算出に必要な条件を表

2－2に，設計荷重を表 2－3に示す。 

表 2－1 評価対象部位の材料定数 

評価対象部位 
単位体積重量 

（kN/m3） 

ヤング係数

（N/mm2）
ポアソン比 減衰定数 

水平材 

77.0 2.00×105 0.3 0.03 斜材 

支持杭 

表 2－2 風圧力による荷重ＷＷの算出に必要な条件 

最大風速 

ＶＤ(m/s) 

空気密度 

ρ(kg/m3) 

ガスト影響係数 

Ｇ 

構造物の高さ 

Ｈ(m) 

設計用速度圧 

ｑ(N/m2) 

92 1.226 1.0 12.8 5189 

表 2－3 設計荷重 

記号 定義 数値 単位 

Ｆｄ 常時作用する荷重 積雪荷重 0.700 kN/m2 

ＷＷ 風圧力による荷重 12.452 kN/m 

ＷＭ 設計飛来物による衝撃荷重 585.225 kN 

2.3 許容限界 

強度評価における許容限界を表 2－4に示す。 

表 2－4 許容限界 

部位 許容限界 

水平材，斜材及び支持杭 

短期許容曲げ圧縮応力度＊1 

短期許容せん断応力度＊2 

120N/mm2 

注記＊1：Ⅵ-2-11-2-13「仮設耐震構台の耐震性についての計算書」に示す許容限界の算出結果

を用いる。 

＊2：道路橋示方書・同解説 Ⅱ鋼橋編 平成 24年 3月（日本道路協会） 
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2.4  評価結果 

評価結果を表 2－5に示す。仮設耐震構台は，竜巻による風荷重及び設計飛来物に対し

て強度を有していることを確認した。 

表 2－5（1） 曲げ軸力に対する照査値 

部位 

発生断面力 

照査値 曲げ 

モーメント

（kN・m）

軸力 

（kN） 

水平材 6 -25 0.43 

斜材 13 -596 0.48 

支持杭 440 -1950 0.59 

表 2－5（2） せん断力に対する照査値 

部位 
発生応力度 

（N/mm2） 

短期許容 

せん断応力度 

（N/mm2） 

照査値 

水平材 8 

120 

0.07 

斜材 1 0.01 

支持杭 34 0.29 
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3． 飛来物化による外部事象防護対象施設への影響について 

仮設耐震構台の上部には，路面覆工のために多くの覆工板を敷設しており，覆工板は複

数の締結金具にて仮設耐震構台に固定している状況であるが，竜巻による風荷重に対して

飛来物とならないことを確認する。 

覆工板の仕様を表 3－1に，敷設状況等を図 3－1に示す。 

表 3－1 覆工版の仕様 

仕様 

（面積） 

寸法(mm) １枚当たり質量

(kg) 幅 長さ 高さ 

2ｍ２ 1000 2000 208 430 

3ｍ２ 1000 3000 208 630 

（締結金具（締結前）） （締結状況） 

（覆工板の敷設状況） 

図 3－1 覆工板の敷設状況等 
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3.1  確認方法及び結果 

覆工板は，鉄骨構造の仮設耐震構台の上部一面に敷設している状況であることから，

竜巻による風荷重は鉛直方向の上向きに作用する可能性がある。確認方法としては，鉛

直方向の竜巻風速が作用した際の浮き上がり荷重に対し，覆工板の自重及び締結金具の

締結力の合計が上回ることで，飛散しないことを確認する。 

(1) 鉛直方向の竜巻風速の設定

鉛直方向の竜巻風速は，フジタモデルによる風速場における鉛直方向の最大風速

(32m/s)を設定する。 

(2) 浮き上がり荷重

浮き上がりに伴い発生する荷重ＰＶは，覆工板に設計竜巻の風圧力による荷重が鉛

直方向上向きに作用する鉛直力とし，「建築基準法施行令」及び「日本建築学会 建築

物荷重指針・同解説」に準拠して算出する。 

ＰＶ＝ＷＷ＝ｑ∙Ｇ∙Ｃ∙Ａｉ 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（1.0） 

Ｃ ：風力係数（2.4） 

Ａｉ ：受圧面積（保守的に仮設耐震構台との固定部の面積も考慮し， 

覆工板の底面の全面積 2.0m2） 

ｑ＝1／2・ρ・ＶＳＡ
２

＝627.8N/ m2 

ρ ：空気密度(1.226kg/m3) 

  ＶＳＡ ：覆工板に作用する最大鉛直風速(32m/s) 

浮き上がり荷重 ＰＶ＝3013.5N≒3.1kN 

(3) 浮き上がりに抵抗する荷重

覆工板（2m2）の自重＝430kg≒4.2kN

締結金具の締結力＊  ＝10kN/箇所×4箇所＝40.0kN  合計 44.2kN 

注記＊：メーカーカタログ値 

以上のことから，浮き上がり荷重（3.1kN）に対し，覆工板の自重及び締結金具の締

結力の合計（44.2kN）が上回ることから，飛来物とならないことを確認した。 
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10. 取水槽ガントリクレーンの逸走防止
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10.1 逸走防止装置の構造強度評価について 

10.1.1 概要 

本資料は，取水槽ガントリクレーンが，竜巻時及び竜巻通過後においても，係留位

置に固定されることにより，竜巻より防護すべき施設である原子炉補機海水ポンプ等

に対して，機械的な波及的影響を及ぼさないように，逸走防止装置の主要な構造部材

が構造健全性を保持することを計算により確認するものである。 

10.1.2 基本方針 

 10.1.2.1 位置 

取水槽ガントリクレーンは，屋外の取水槽周辺の取水槽海水ポンプエリアから

十分離隔された位置に設置する。取水槽ガントリクレーンの位置図を図 10.1.2－

1に示す。 

図 10.1.2－1 取水槽ガントリクレーンの位置図 
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10.1.2.2 構造概要 

取水槽ガントリクレーンは，脚，クレーン本体ガーダ，トロリ等により構成さ

れ，係留位置において各従動側ボギーに 4基ずつ計 8基設置されている逸走防止

装置にて取水槽ガントリクレーンを固定する構造である。逸走防止装置は，短冊，

短冊をクレーン脚に固定するブラケット（上部ブラケット及び下部ブラケットに

より構成），ピン固定金具，ピン及び基礎ボルトにより構成され，取水槽ガントリ

クレーンを係留位置に移動後，短冊をピン固定金具にスライドさせ，ピンにより

走行方向の前後を固定することによって，逸走を防止する。取水槽ガントリクレ

ーンの概要図を図 10.1.2－2に示す。 

 

 

図 10.1.2－2 取水槽ガントリクレーンの概要図(1/3) 

 

 

Ａ部詳細 

図 10.1.2－2 取水槽ガントリクレーンの概要図(2/3) 

 

ピン固定金具 

短冊 

ピン 

基礎ボルト 

走行方向 

Ａ部 

Ｂ
 

Ｂ
 

脚 

クレーン本体ガーダ 

    

トロリ 
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Ｂ－Ｂ断面 

図 10.1.2－2 取水槽ガントリクレーンの概要図(3/3) 

  

短冊 

ピン 

下部ブラケット 

基礎ボルト 

上部ブラケット 
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10.1.2.3 評価方針 

取水槽ガントリクレーンの評価対象部位に生じる応力等が，許容限界に収まる

ことを本項に示す方法により，「10.1.2.4 評価条件」に示す条件を用いて計算し，

その結果を「10.1.2.5. 強度評価結果」に示す。 

評価対象部位は，その構造を踏まえ，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせ

る荷重（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し，選定する。 

(1) 構造強度評価の方針 

取水槽ガントリクレーンの構造強度評価の方針を以下に，構造強度評価フローを図

10.1.2－3に示す。 

・竜巻の襲来が予想される場合，取水槽ガントリクレーン作業の中止及び取水槽 

ガントリクレーン係留についての運用手順を定めることとしていることから，取

水槽ガントリクレーンが係留位置にて逸走防止装置により係留されている状態

での評価を実施する。 

・取水槽ガントリクレーンは外部事象防護対象施設ではなく，係留位置において 

は原子炉補機海水ポンプ等との離隔が十分に取られているため，原子炉補機海水

ポンプ等への波及的影響を防止する観点から，取水槽ガントリクレーンが係留位

置にて逸走防止装置で固定されることにより，取水槽方向に逸走せず原子炉補機

海水ポンプ等に波及的影響を及ぼさないことを確認する。 

・取水槽ガントリクレーンの逸走防止装置がその固定機能を維持可能な構造強度 

を有することを確認する。 

・逸走防止装置は各従動側ボギーに 4基ずつ計 8基設置されていることから，飛来

物による衝撃荷重によって逸走防止装置を 2基損傷させたモデルとして考慮す

ることとし，取水槽ガントリクレーンに作用する設計荷重により評価対象部位に

生じる応力が許容限界以下であることを確認する。 

・設計竜巻による荷重は，水平方向より作用する外荷重という観点で，「10.1.2.5 

強度評価方法」に示す評価式を用いて算出する。 

・取水槽ガントリクレーンの構造強度評価における許容限界は，「10.2.3.4 許容

限界」に示す許容限界である，原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０

１－1987），原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 ＪＥＡ

Ｇ４６０１・補－1984）及び原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１

－1991追補版）（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）の許容応力状態ⅣＡＳとす

る。 

・「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」

（以下「ＪＳＭＥ」という。）付録材料図表 Part5，6の表にて許容応力を計算す

る際は，周囲環境温度に応じた値を取るものとする。 
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設計竜巻による荷重 

 

評価対象部位の選定 

 

荷重及び荷重の組合せの設定 

 

応力計算 

 

設定する許容限界との比較 

 

図 10.1.2－3 構造強度評価フロー 
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10.1.2.4 適用規格・基準等 

・発電用原子力設備規格（設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005（2007

年追補版含む。））（（社）日本機械学会）（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・

補－1984）（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1987）（（社）日本電気

協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1991追補版）（（社）日

本電気協会） 

・クレーン構造規格（平成7年12月26日労働省告示第134号） 
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10.1.3 強度評価方法 

10.1.3.1 記号の定義 

     強度評価に用いる記号を表 10.1.3－1に示す。 

 

表 10.1.3－1 記号の定義(1/2) 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積 

Ａ１ mm2 短冊の断面積 

Ａ２ mm2 上部ブラケットの断面積 

Ａ３ mm2 下部ブラケットの断面積 

Ａ４ mm2 ピンの軸断面積 

Ａ５ mm2 基礎ボルトの軸断面積 

Ｂ１ mm 上部ブラケットの板幅 

Ｂ２ mm 下部ブラケットの板幅 

Ｃ - 風力係数 

Ｄ mm ピン幅 

Ｆｂ MPa 各ボルトに対する引張力 

Ｆｉ MPa 転倒支点からＬｉの距離にあるボルトに対する引張力 

Ｇ - ガスト影響係数 

Ｈ mm 転倒支点から荷重作用点までの距離 

Ｉ１ mm4 上部ブラケットの断面二次モーメント 

Ｉ２ mm4 下部ブラケットの断面二次モーメント 

Ｌ mm ピンの支持間隔 

Ｌ１ mm 上部ブラケットから下部ブラケットまでの距離 

Ｌ２ mm 下部ブラケットから荷重作用点までの距離 

Ｌ３ mm 上部ブラケットの評価断面から荷重作用点までの距離 

Ｌ４ mm 下部ブラケットの評価断面から荷重作用点までの距離 

Ｌｉ mm 転倒支点からボルトの距離 

ＬＷ mm ピンに対する等分布荷重範囲 

ｎ ― 基礎ボルトの本数 

ｎｆ ― 引張力を受ける基礎ボルトの本数 

ｍ kg 自重 

Ｍ N・mm 曲げモーメント 

Ｐ N 設計竜巻により短冊一本あたりに作用する荷重 

ｑ Pa 設計用速度圧 

ｒ mm ピンコーナーの半径 
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表 10.1.3－1 記号の定義(2/2) 

記号 単位 定義 

Ｒ N ピンに作用する支点反力 

ＲＵ N 設計竜巻により上部ブラケットに作用する反力 

ＲＬ N 設計竜巻により下部ブラケットに作用する反力 

ｔ１ mm 上部ブラケットの板厚 

ｔ２ mm 下部ブラケットの板厚 

ｗ N/mm ピンに作用する等分布荷重 

Ｗ N 自重 

ＷＷ N 設計竜巻による風圧力による荷重 

ＷＲ N クレーン自重による走行抵抗 

Ｚ１ mm3 短冊の断面係数 

Ｚ２ mm3 上部ブラケットの断面係数 

Ｚ３ mm3 下部ブラケットの断面係数 

Ｚ４ mm3 ピンの断面係数 

τ MPa 各評価対象部位に生じるせん断応力 

σｂ MPa 各評価対象部位に生じる曲げ応力 

σｅｑ MPa 各評価対象部位に生じる等価応力 

μ ― 最大静止摩擦係数 

 

10.1.3.2 評価対象部位 

取水槽ガントリクレーンの評価対象部位は，「10.1.2.2 構造概要」にて設定し

ている構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。 

設計荷重は，取水槽ガントリクレーン本体に作用し，クレーン側逸走防止装置

である上部ブラケット，下部ブラケット及び短冊を介して，基礎側逸走防止装置

であるピン及び基礎ボルトに作用する。逸走を防止するための主要な部材のうち，

支持断面積の小さな部位に大きな応力が生じるため，以下の部位を構造強度評価

の評価対象部位として選定する。 

・クレーン側逸走防止装置（短冊，上部ブラケット，下部ブラケット） 

・基礎側逸走防止装置（ピン，基礎ボルト） 

 

取水槽ガントリクレーンの構造強度評価における評価対象部位を図 10.1.3－1

に示す。 
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図 10.1.3－1 取水槽ガントリクレーンの構造強度評価における評価対象部位  

短冊 

ピン 

下部ブラケット 

基礎ボルト 

上部ブラケット 
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10.1.3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，以下に示している荷重及び荷重の

組合せを用いる。 

(1) 荷重の設定 

強度評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。 

a. 常時作用する荷重 

常時作用する荷重として，自重を考慮する。自重は以下のとおり計算する。 

Ｗ＝ｍ・ｇ 

 

b. 設計竜巻による荷重 

設計竜巻による荷重として，風圧力による荷重を考慮する。取水槽ガントリクレ

ーンは屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差による荷重を考慮しない。

また，飛来物の衝突による取水槽ガントリクレーンの逸走防止装置の支持機能の確

認としては，逸走防止装置が各従動側ボギーに 4基ずつ計 8基設置されていること

を踏まえ，飛来物の衝突によって逸走防止装置 2基が損傷し，支持機能を喪失する

ことを仮定する。残りの逸走防止装置 6基にて取水槽ガントリクレーンの支持機能

を維持可能な構造強度を有することを評価することとし，飛来物による衝撃荷重を

考慮しない。 

イ. 風圧力による荷重(ＷＷ) 

風圧力による荷重は，以下に示す式に従い，算出する。風力係数Ｃは，クレ

ーン構造規格に準じて設定する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

 

c. 荷重の組合せ 

構造強度評価に用いる荷重の組合せは，以下に示す荷重の組合せを取水槽ガント

リクレーンの評価対象部位に対して設定する。 

取水槽ガントリクレーンの逸走防止装置（短冊，上部ブラケット，下部ブラケッ

ト）及び基礎側逸走防止装置（ピン，基礎ボルト）には，風圧力による荷重が作用

する。なお，取水槽ガントリクレーンの評価対象部位は，鉛直方向の荷重に対する

影響を受けないため，鉛直方向に生じる荷重である自重を考慮しない。構造強度評

価に用いる荷重の組合せを表 10.1.3－2に示す。 

 

表 10.1.3－2 構造強度評価に用いる荷重の組合せ 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷重 

波及的影響を及ぼす

可能性がある施設 

取水槽ガントリ 

クレーン 

短冊 ①風圧力による荷重 

上部ブラケット ①風圧力による荷重 

下部ブラケット ①風圧力による荷重 

ピン ①風圧力による荷重 

基礎ボルト ①風圧力による荷重 

36



11 

10.1.3.4 許容限界 

取水槽ガントリクレーンの許容限界は，「10.1.3.2 評価対象部位」にて設定し

た部位における機能損傷モードを考慮し，ＪＥＡＧ４６０１に基づく許容応力状

態ⅣＡＳの許容応力を用いる。 

構造強度評価における許容限界はＪＥＡＧ４６０１を準用し，「その他の支持構

造物」の許容限界を適用し，許容応力状態ⅣＡＳから算出した許容応力とする。

材料の設計降伏点はＪＳＭＥ付録材料図表 Part5 表 8 より，設計引張強さはＪＳ

ＭＥ付録材料図表 Part5 表 9 により算出した値を用いる。周囲環境温度がＪＳＭ

Ｅ付録材料図表 Part5 表 8 及び表 9 記載の中間の値の場合は，比例法を用いて計

算し，小数点第 1 位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

取水槽ガントリクレーンの許容限界を表 10.1.3－3，許容応力を表 10.1.3－4 
に示す。 

表 10.1.3－3 取水槽ガントリクレーンの許容限界 

評価対象部位 許容応力状態 応力の種類 許容限界 

短冊 

上部ブラケット

下部ブラケット 

ピン 

ⅣＡS 一次応力 

せん断 l.5・ｆs

曲げ l.5・ｆb

基礎ボルト ⅣＡS 一次応力 

引張 1.5・ｆt

せん断 1.5・ｆs

組合せ Min{1.5・ｆt,(2.1・ｆt-1.6・τ)} 

表 10.1.3－4 取水槽ガントリクレーンの許容応力 

評価対象部位 材料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｙ

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa)

Ｓｙ(ＲＴ) 

(MPa) 

Ｆ 

(MPa) 

1.5・ｆt 

(MPa) 

1.5・ｆs 

(MPa) 

1.5・ｆb 

(MPa) 

短冊 SM490A 40 325 490 325 325 ― 187 375 

上部ブラケット SM490A 40 325 490 325 325 ― 187 375 

下部ブラケット SM490A 40 325 490 325 325 ― 187 375 

ピン SS400 40 245 400 245 245 ― 141 334 

基礎ボルト SS400 40 245 400 245 245 183 141 ― 
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10.1.3.5 評価方法 

取水槽ガントリクレーンの強度評価は，以下に設定している評価式を用いる。 

(1) 計算モデル

設計竜巻の風圧力による荷重により発生する水平方向の荷重に対する，取水槽ガン

トリクレーンの逸走防止装置の構造健全性を単純支持はりとして計算を行う。なお，

設計竜巻の風圧力による荷重は，図 10.1.2－1 より，取水槽海水ポンプエリア防護対

策設備等が設置される取水槽との位置関係を考慮して，取水槽側への進行方向に東側

から荷重がかかるものとし，設計飛来物による衝撃荷重は，8 基ある逸走防止装置の

うち 2 基を損傷させたモデルとして考慮する。また，強度計算においては，取水槽ガ

ントリクレーンに作用した荷重が逸走防止装置の短冊に集中荷重として作用するも

のとする。取水槽ガントリクレーンのモデル図を図 10.1.3－2～図 10.1.3－5に示す。 

図 10.1.3－2 取水槽ガントリクレーンのモデル図(1/2) 

Ａ部詳細図 

図 10.1.3－2 取水槽ガントリクレーンのモデル図(2/2) 

Ｌ
１

 
Ｌ

２
 

Ａ部 
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図 10.1.3－3 短冊のモデル図 

 

 

図 10.1.3－4 ピンのモデル図 

 

 

図 10.1.3－5 基礎ボルトのモデル図 

 

   (2) 計算方法 

最大静止摩擦力以上の力が加われば，車輪がレール上をすべることを考慮した水平

力を設定する。ここで，最大静止摩擦係数をμ＝0.3とし，クレーン各構造部材に発

生する水平力は，走行車輪の数（8 個）と駆動輪の数（4 個）との関係から以下に示

す式から求める。 

・短冊一本当たりに作用する荷重 

       ＷＲ= (μ∙Ｗ ∙
4

8
) ∙

1

4
 

       Ｐ=
ＷＷ

6
− ＷＲ 
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a. 短冊 

竜巻によって生じる水平荷重が，取水槽ガントリクレーンに作用した際の短冊に

生じる曲げ応力及びせん断応力を算出し，評価する。 

(a) 曲げ応力 

       Ｍ = Ｐ∙Ｌ２ 

       σｂ =
Ｍ

Ｚ１

 

 

(b) せん断応力 

       τ =
Ｐ

Ａ１

 

 

(c) 等価応力 

       σｅｑ = √σｂ
2

+ 3∙τ2 

 

b. ブラケット 

  竜巻により生じる水平荷重が，取水槽ガントリクレーンに作用した際の上部及び

下部ブラケットの応力算出方法を以下に示す。 

      ＲＵ＝
－Ｌ２∙Ｐ

Ｌ１

 

      ＲＬ＝Ｐ − ＲＵ 

 

 (a) 上部ブラケット 

上部ブラケットの応力算出方法を以下に，上部ブラケットの詳細図を図

10.1.3－6に示す。 

 

 

図 10.1.3－6 上部ブラケットの詳細図 
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イ. 曲げ応力 

        Ａ２＝Ｂ１∙ｔ１ 

        Ｉ１ =
Ｂ１

3
∙ｔ１

12
 

        Ｚ２ =
Ｉ１

Ｂ１ ２⁄
 

        Ｍ = ＲＵ∙Ｌ３ 

        σｂ =
Ｍ

Ｚ２

 

 

ロ. せん断応力 

        τ =
ＲＵ

Ａ２

 

 

ハ. 等価応力 

        σｅｑ = √σｂ
2

+ 3∙τ2 

 

 (b) 下部ブラケット 

下部ブラケットの応力算出方法を以下に，下部ブラケットの詳細図を図

10.1.3－7に示す。 

 

 

図 10.1.3－7 下部ブラケットの詳細図 

 

イ. 曲げ応力 

        Ａ３＝Ｂ２∙ｔ２ 

        Ｉ２ =
Ｂ２

3
∙ｔ２

12
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        Ｚ３ =
Ｉ２

Ｂ１ ２⁄
 

        Ｍ = ＲＬ∙Ｌ４ 

        σｂ =
Ｍ

Ｚ３

 

 

ロ. せん断応力 

        τ =
ＲＬ

Ａ３

 

 

ハ. 等価応力 

        σｅｑ = √σｂ
2

+ 3∙τ2 

 

c. ピン 

竜巻により生じる水平荷重が，取水槽ガントリクレーンに作用した際のピンの応

力算出方法を以下に示す。荷重が作用するピンの断面を図 10.1.3－8に示す。 

 

 

 

図 10.1.3－8 ピンの断面図 

 

(a) 曲げ応力 

       ｗ =
Ｐ

ＬＷ

 

       Ｒ =
ｗ ∙ ＬＷ

2
 

       Ｍ =
Ｒ ∙ Ｌ

2
−
ｗ ∙ ＬＷ

2

8
 

       σｂ =
Ｍ

Ｚ４
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(b) せん断応力 

       Ａ４ = Ｄ
2

− 4 ∙ (1 −
π

4
) ∙ ｒ

2
 

       τ =
Ｒ

Ａ４

 

 

(c) 等価応力 

       σｅｑ = √σｂ
2

+ 3∙τ2 

 

d. 基礎ボルト 

竜巻により生じる水平荷重が，取水槽ガントリクレーンに作用した際の基礎ボル

トの応力算出方法を以下に示す。 

(a) 引張応力 

       Ｍ = Ｐ ∙ Ｈ 

Ｍ＝∑ Ｆｉ・
5

ｉ＝1
Ｌｉ・・・① 

Ｆｉ

Ｌｉ

＝一定・・・② 

①，②式より， 

Ｆｂ＝
Ｆ1

ｎｆ

＝
Ｍ

ｎｆ・∑ Ｌｉ
2

5
ｉ＝1

Ｌ1 

よって， 

σｂ＝
Ｆｂ

Ａ５

 

 

(b) せん断応力τ 

       τ =
Ｐ

Ａ５ ∙ ｎ
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10.1.4 評価条件 

(1) 構造強度評価の評価条件

「10.1.3 強度評価方法」に用いる評価条件を表 10.1.4－1～表 10.1.4－6 に示す。

表10.1.4－1 評価条件 

ＶＤ 

(m/s) 

ρ 

(kg/m3) 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(－) 

92 1.226 5189 1.0 

ｍ 

（kg） 

ｇ 

(m/s2) 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｌ２ 

(mm) 

9.80665 211 87 

表 10.1.4－2 評価条件（短冊） 

Ａ１ 

(mm2) 

Ｚ１ 

(mm3) 

4400 80700 

表 10.1.4－3 評価条件（上部ブラケット） 

Ａ２ 

（mm2） 

Ｂ１

(mm) 

ｔ１

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

1080 45 24 21 

表 10.1.4－4 評価条件（下部ブラケット） 

Ａ３ 

（mm2） 

Ｂ２

(mm) 

ｔ２

(mm) 

Ｌ４ 

(mm) 

3100 50 62 21 

表 10.1.4－5 評価条件（ピン） 

Ｄ 

(mm) 

ｒ 

(mm) 

Ｌ 

(mm) 

Ｌｗ 

(mm) 

58 9 102 40 

表 10.1.4－6 評価条件（基礎ボルト） 

Ａ５ 

(mm2) 

Ｈ 

（mm） 

ｎｆ 

(-) 

ｎ 

(-) 

338.2 85 2 10 
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10.1.5 強度評価結果 

(1) 構造強度評価結果 

竜巻発生時の構造強度評価結果を表 10.1.5－1～表 10.1.5－5に示す。 

 

表 10.1.5－1 評価結果（短冊） 

応力分類 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

曲げ 137 375 

せん断 29 187 

組合せ 146 325 

 

表 10.1.5－2 評価結果（上部ブラケット） 

応力分類 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

曲げ 136 375 

せん断 49 187 

組合せ 160 325 

 

表 10.1.5－3 評価結果（下部ブラケット） 

応力分類 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

曲げ 146 375 

せん断 58 187 

組合せ 177 325 

 

表 10.1.5－4 評価結果（ピン） 

応力分類 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

曲げ 86 334 

せん断 20 141 

組合せ 92 245 

 

表 10.1.5－5 評価結果（基礎ボルト） 

応力分類 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

引張 18 183 

せん断 38 141 

組合せ 18 183 
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